
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 1 章 基本診療料 第１部 初・再診料 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

通則 

１ 健康保険法第 63 条第 1 項第 1 号及び高齢者医療

確保法第 64 条第１項第１号の規定による初診及

び再診の費用は、第１節又は第 2 節の各区分の所

定点数により算定する。ただし、同時に２以上の

傷病について初診を行った場合又は再診を行っ

た場合には、区分番号 A000 に掲げる初診料の注

５のただし書、区分番号 A001 に掲げる再診料の

注 3 及び区分番号 A002 に掲げる外来診療料の

注 5 に規定する場合を除き、初診料又は再診料

（外来診療料を含む。）は、1 回として算定する。 

 

２ 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う

保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療

以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診

料（外来診療料を含む。）を算定する。 

 

３ 入院中の患者（第 2 部第４節に規定する短期滞在

手術等基本料を算定する患者を含む。）に対する

再診の費用（区分番号 A001 に掲げる再診料の注

5 及び注 6 に規定する加算並びに区分番号 A002

に掲げる外来診療料の注 8 及び注 9 に規定する

加算を除く。）は、第 2 部第 1 節、第 3 節又は第

4 節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 

通則 

1 同一の保険医療機関（医科歯科併設の保険医療機

関（歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行

う保険医療機関をいう。以下同じ。）を除く。）にお

いて、2 以上の傷病に罹っている患者について、

それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行っ

た場合においても、初診料又は再診料（外来診療

料を含む。）は１回に限り算定するものであるこ

と。 

同一の保険医療機関において、2 人以上の保険医

（2 以上の診療科にわたる場合も含む。）が初診又

は再診を行った場合においても、同様であること。 

ただし、初診料の「注 5」のただし書に規定する同

一保険医療機関において、同一日に他の傷病につ

いて、新たに別の医療法施行令第 3 条の 2 第 1 項

及び第 2 項に規定する診療科を初診として受診し

た場合並びに再診料の「注 3」及び外来診療料の

「注 5」に規定する同一保険医療機関において、同

一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診し

た場合の 2 つ目の診療科については、この限りで

ない。 

２ 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにか

かわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行

為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要

する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診

療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定

できない。 

ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の

結果のみを聞きに来た場合 

イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合 

ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必

要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検

査、画像診断、手術等を受けに来た場合 

3～6 （※略） 


